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　市の教育や学術、文化の振興に関する総合的な施策の目標や方針を定める
花巻市教育大綱。社会情勢の変化に伴う新たな教育課題などに対応するた
め、３月に策定した改定版の概要をお知らせします。

【問い合わせ】 教育委員会教育企画課（☎45-1311）

　「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に基づき、総合教育会議（＊）での協議を経
て、市長が策定するものです。この改定版は、３月に策定した「第３期花巻市教育振興計画」
を構成する重要な部分を基本とし編成。対象期間を令和３～７年度の５年間としています。

＊�総合教育会議…地方公共団体の長と教育委員会が教育政策について協議する場

子育て環
境の充実01 02 03 04
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▲

元気な子ども

▲

やさしい子ども

▲

考える子どもーを育てる子育て環境をつくります

子育てに喜びを感じ、安心して、健やかな成長を育むまち

学校教育
の充実01 02 03 04
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▲

郷土への愛着

▲

丈夫な体

▲

深い知性

▲

豊かな心ーを育む学校教育環境をつくります

子どもたちが、夢と希望を持ち、たくましく、いきいきと育つまち

生涯学習
の推進01 02 03 04
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学び合いながら、広い視野を持って、まちづくりに取り組む環境をつくります

市民が、生涯を通じて学び、広い視野を持って活動するまち

スポーツ
の振興01 02 03 04

05

健康で元気な生活の基本となる「たくましい体と心」を手にすることができる環境をつくります

市民が、いつでも、どこでも、いつまでも、気軽にスポーツに親しみ元気に活動するまち

芸術文化
の振興

01 02 03 04

05 地域について学び、芸術や文化に親しむ取り組みを通じて、郷土愛と豊かな心を育む
環境をつくります

市民が、地域の歴史や文化、先人に誇りを持ち、芸術文化に親しむまち

基本方針基本方針

すべての市民が学び合い、たくましく生き抜く強さと、
思いやりの心を育む”人づくり”をめざして

郷土を愛し、丈夫な体と深い知性を持つ
心豊かな市民が育つまち

基本目標基本目標

花巻市教育大綱(改定版）を策定しました

教育大綱の内容

教育大綱とは
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花巻市まちづくり総合計画
本市の行政運営を行う上で最も重要な計画

第３期教育振興基本計画
市（教育委員会）が作成する教育振興のため

の施策に関する基本的な計画

花巻市教育大綱 改定版
教育の目標や施策の根本的な方針

国・県の
教育振興基本計画

参考

◦就学前教育プログラム
◦�公立保育園・幼稚園の適正配置に
関する基本指針
◦学力向上アクションプラン
◦�小中学校における適正規模・適正
配置に関する基本方針
◦子ども読書活動推進計画
◦スポーツ推進計画
◦�（仮称）文化財保存活用地域計画
　　　　　　　　　　　　　　など

市関連計画

施策の実行に向けた方針や計
画を分野別に策定

総合計画に掲げるまちづくりの基本
政策「しごと」「暮らし」「人づくり」

「地域づくり」「行政運営」のうち、「人
づくり」分野に特化した、教育に関
する政策・施策に関する計画として
市と教育委員会が策定

市の教育や学術、文化の振興に関する総合的な
施策の根本的な方針（大綱）として市長が策定

総合教育会議
市長が教育委員会と内容など
について協議・調整

▲

保育園・幼稚園の環境整備の
促進

▲

公立保育園・幼稚園の適正配
置

▲

発達に関する相談機能の充実
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子育て環境の充実

▲

地域主体のスポーツ活動の
育成・定着化・安定経営に向けた検
討

▲

大規模大会などに対応した施
設の計画的な改修
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05スポーツの振興

▲

多様なニーズやライフスタイ
ルに応じた講座の開設

▲

生涯学習
関連施設の充実・利用促進と新花巻
図書館の整備検討

▲

国際都市化に
向けた環境づくり
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生涯学習の推進

▲

文化会館の施設改修

▲

賢
治さんの香りあふれるまちづくり
の推進

▲

指定文化財の補修などに
対する補助制度拡充

▲

花輪堤ハナ
ショウブ群落の調査・保存管理

▲

花
巻市史の編さん
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05 芸術文化の振興

▲

小中学校の適正規模・適正
配置に向けた取り組み

▲

コミュニ
ティ・スクールの導入

▲

学校ＩＣＴ環
境の整備

▲

部活動の適正化と教職
員の働き方改革
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学校教育の充実

政策分野別の主な取り組み政策分野別の主な取り組み 基本目標と基本方針を踏まえ、関係部署が連携を図り、施策を推進
します。今回の改定で追加・変更した主な取り組みは次のとおりです。

▼

Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド

花巻市教育大綱（改定版）
の詳しい内容は、市ホー
ムページ（https://www.
city.hanamaki.iwate.jp/
kosodate_kyoiku/kyoiku/1001394.html）
で紹介しています

パブリックコメントや教育
振興審議会、社会教育委員
会議、小中学校・ＰＴＡなど

意見を聴きながら策定

市では、総合教育会議の中で、第３期教育
振興基本計画の重要な部分をもって教育大
綱を改定するようあらかじめ協議し、改定
を進めました

花巻市教育大綱改定版の位置づけ


